
２ 京都議定書誕生から20年の京都府の歩み

府では、京都議定書誕生の地としての責務を果たすため、平成17年12月に府地球温暖化対策条

例を制定（平成18年４月から順次施行）し、温室効果ガスの削減目標を2010（平成22）年度まで

に1990（平成２）年度比10％削減と定めるとともに、「府地球温暖化対策推進計画」を策定し、様

々な地球温暖化対策を実施してきました。

平成22年10月には、同条例を一部改正し（平成23年４月施行）、新たな温室効果ガスの削減目標

を1990（平成２）年度比で2020（平成32）年度までに25％削減、2030（平成42）年度までに40％削

減、2050（平成62）年度までに80％削減と定めるとともに、平成23年７月には、東日本大震災発生

後のエネルギー事情の変化も踏まえて、府地球温暖化対策推進計画を改定し、持続可能な社会の創

造に向けて、総合的な施策を推進してきました。

その結果、平成27年度の府全体の温室効果ガス排出量は、1990（平成２）年度比で20.0％減の

1,182万t-ＣＯ２となり、府民や事業者の省エネの努力による成果が着実に現れています（需要側で

の温室効果ガス削減の取組を明確にするため、電力排出係数を平成22年度関西電力実績値である

0.311kg-CO2/kWhに固定した場合の値）。

こうした成果は、府単独の取組により成し遂げられたことではなく、この20年間の取組の中で、

府地球温暖化防止活動推進センター、府地球温暖化防止活動推進員、府民、事業者、環境ＮＧＯ・

ＮＰＯをはじめとする多種多様な主体とのパートナーシップが拡大してきた結果、得られたもので

あると言えます。

本条例に掲げる目標の達成を目指し、これまでに築いてきたパートナーシップをさらに拡大しな

がら、引き続き、先進的な地球温暖化対策の取組を展開していきます。

①京都府の先駆的取組

府では、府地球温暖化対策条例に定める温室効果ガス排出削減目標の達成を目指し、大規模

排出事業者や大規模建築物を新築・増築しようとする者に対する排出量削減計画書等の報告・公

表制度や次世代自動車の普及促進に向けた取組等、これまで全国に先駆けた様々な取組を積極的

に実施してきました。

また、温室効果ガスの排出削減のみならず、エネルギーの安定確保や地域の活性化にも大きな

役割を果たす、再生可能エネルギーの導入促進に向けた取組も実施しています。

(1) 事業者排出量削減計画書等の報告・公表制度

府地球温暖化対策条例では、事業者向けの地球温暖化対策として特定事業者（前年度におけ

るエネルギーの使用量が、原油換算で1,500kℓ以上である事業者）に、温室効果ガス排出量の

削減に向けた措置、削減目標等を記載した事業者排出量削減計画書及び排出実績をまとめた事

業者排出量削減報告書の作成と提出を義務付けています。

特定事業者からのＣＯ２排出量は、府地球温暖化対策条例制定後の平成17年度には479.6万t-

ＣＯ２でしたが、平成28年度には419.8万t-ＣＯ２となり、59.8万t-ＣＯ２（12.5％）の削減が達

成されました。この間には、東日本大震災に伴い電気の排出係数が大幅に増加していますが、

事業者のたゆまぬ努力により順調に削減が進んでいます。

製造業では、生産量の増加によりＣＯ２排出量が増加した事業者があるものの、全体として

は省エネ型設備の導入、製造過程の効率化等により削減が図られ、商業・サービス業では、事

業所の新規開設によるＣＯ２排出量の増加があるものの、照明のＬＥＤ化や空調管理の適正化

等のエコオフィス活動の推進により削減が図られました。また、運輸業では、省エネ車両（ア

イドリング・ストップ車、ハイブリッド車等）の導入、エコドライブの徹底等により削減が図

られました。

さらに、対策が不十分な事業者には、省エネアドバイザー等の個別訪問による技術的な対策



の指導や省エネ機器導入支援、京都版ＣＯ２排出量取引制度の活用等の助言等により、ＣＯ２排

出削減のための取組を進めています。

(2) 特定建築物排出量削減計画書等の報告・公表制度

建築物は、長期にわたり温室効果ガスの排出に大きな影響を与えますが、昨今の社会経済情

勢の変化に伴い、建築物からのエネルギーの消費量が著しく増加してきています。

こうした中、府地球温暖化対策条例及び京都府再生可能エネルギーの導入等の促進に関する

条例（後述）では、温室効果ガスの排出への影響が大きい大規模な建築物（床面積の合計が

2,000㎡以上の建築物）を特定建築物と定め、その新築・増築をしようとする者に、温室効果

ガス排出量の削減を図るための措置等を記載した特定建築物排出量削減計画書等の作成と提出

を義務付けています。また、平成23年度には府地球温暖化対策条例を一部改正し、当該建築物

への一定量以上の府内産木材等の利用や再生可能エネルギー利用設備の導入を義務付けまし

た。

この制度に基づき、平成28年度末までに累計354件の計画書の提出があり、外壁、窓、屋根

の断熱性能の向上、府内産木材の利用や再生可能エネルギー利用設備の導入が進んできました。

今後も本制度に基づき、建築物からの温室効果ガス排出量の削減を着実に推進していくとと

もに、環境負荷が低いだけでなく、ヒートショック防止等にも役立ち、健康にもよいエコ＆ヘ

ルス住宅の普及促進等、多様な視点から建築物に対する地球温暖化対策に取り組んでいきます。

(3) 再生可能エネルギーの普及促進

再生可能エネルギーは、地域の自然資源を活用する持続可能なエネルギーを指し、温室効

果ガスを排出せず、災害等の非常時にも利用可能な自立分散型エネルギーとして、エネルギ

ーの安定確保とともに地域の活性化にも大きな役割を果たすことが期待されています。

再生可能エネルギーは、国の再生可能エネルギー固定価格買取制度（ＦＩＴ制度）＊も追

い風となり、府内においても導入が飛躍的に進み、その中には、運営主体が府民等から出資

を募り太陽光発電設備の設置・運営資金を調達する府民協働発電等、先進的な取組も現れて

きました。一方、ＦＩＴ制度の導入により、再生可能エネルギーの設備容量が急激に増加し

たことから、送電線の容量等の関係による連系制約や、太陽光発電の導入による電源バラン

スの極端な偏り等が生じています。

府では、このような現状や課題を踏まえ、地球温暖化対策の推進と地域経済の健全な発展

を目的として、平成27年７月に京都府再生可能エネルギーの導入等の促進に関する条例を制

定しました。本条例では、再生可能エネルギーの導入だけでなく、再生可能エネルギーを効

率的・自立的に利用するための蓄電池やエネルギー・マネジメント・システム（ＥＭＳ）等

の導入促進を図るとともに、地域協働による再生可能エネルギー導入を目指しています。

また、同年12月には、本条例に基づく計画として、「再生可能エネルギーの導入等促進プラ

ン」を策定し、平成32年度に、府内の総電力需要の12％（約21億kWh）を再生可能エネルギー

で賄うことを目標とし、家庭、事業者及び地域の各分野で取組を進めています。

具体的には、再生可能エネルギー設備と効率的利用設備（蓄電池、ＥＭＳ）の同時導入に

対する補助制度や府民の相談窓口となる京都再エネコンシェルジュ制度等の支援策を設けてい

ます。こうした取組により、現在、府内の総電力需要のうち再生可能エネルギーが占める割合

は、8.4％（約14.0億kWh）にまで達しました（平成29年３月末時点推計値）。

(4) 次世代自動車（ＥＶ・ＰＨＶ・ＦＣＶ）の普及促進

府内の温室効果ガス排出量の約２割を占める運輸部門からのＣＯ２の排出削減を図るため、

電気自動車（ＥＶ）＊、プラグインハイブリッド自動車（ＰＨＶ）＊、燃料電池自動車（ＦＣ

Ｖ）＊を次世代自動車と位置付け、その普及促進に取り組んできました。

平成20年10月に自動車メーカー、自動車関係団体、学識経験者、行政等で構成する府次世代



自動車普及推進協議会を設置し、産学公が連携したオール京都の推進体制を整備しました。

平成21年３月には、全国で初めて、電気自動車等の普及促進に特化した条例である、「府電

気自動車等の普及の促進に関する条例」を制定するとともに、平成22年3月には、同条例に基

づく「府電気自動車等普及促進計画」を策定し、次世代自動車の購入者に対する税制優遇やタ

クシー事業者等へのＥＶ・ＰＨＶの導入補助等の様々な取組を行ってきました。

また、ＦＣＶを水素社会実現の先導役と位置付け、平成27年12月に「京都府燃料電池自動

車（ＦＣＶ）普及・水素インフラ整備ビジョン」を策定し、ＥＶ・ＰＨＶとＦＣＶを運輸部

門における地球温暖化対策の両輪として普及を図っています。

こうした取組により、平成21年９月に量産型ＥＶの市販が開始されて以降、府内では平成29

年３月末までに3,681台の次世代自動車が販売され（内訳は、ＥＶ2,038台、ＰＨＶ1,614台、

ＦＣＶ29台）、自動車保有台数当たりの普及率は全国第５位となっています。

平成29年３月に府電気自動車等の普及の促進に関する条例を一部改正するとともに、同年

12月には府電気自動車等普及促進計画を改定し、次世代自動車のさらなる普及に向け、ガソ

リンスタンドが減少している過疎地等における活用や医療・福祉施設等における災害時の非

常用電源としての活用の促進、ワークプレース・チャージングや集合住宅向けの充電器整備

等による充電インフラの基盤強化等を進めていくこととしています。

表１－１ 府内のＥＶ・ＰＨＶ・ＦＣＶ普及台数（平成28年度末実績）

表１－２ 府内の電気自動車用急速充電器設置基数（平成28年度末実績）

(5) 太鼓山風力発電事業

ア 太鼓山風力発電所の取組

太鼓山風力発電所（与謝郡伊根町）は、ＣＯＰ３開催と京都議定書採択を契機に、府が設

置した府内唯一の大型風車の発電施設であり、平成13年11月から運転を開始しました。自治

体の風力発電としては、設置当時は最大規模のものであり、再生可能エネルギーの活用と環

境啓発の二つの側面から環境先進地・京都のシンボルとしての役割を果たしてきました。

この間、山岳地の厳しい風の乱れや日本海側特有の冬季雷によるトラブルに見舞われたも

のの、専門家会議による原因究明や再発防止策により、現在では安定的に運転を行っていま
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す。

なお、府が実施してきた落雷対策等の先導的な取組は、国のガイドラインに反映されるな

ど、我が国の風力発電技術の向上に大きく寄与しています。また、環境学習等の拠点として、

地域と連携した様々な啓発活動等にも取り組んでおり、全国の風力発電施設のモデルとして

評価を受けています。

イ 今後の新たな展開

太鼓山風力発電所は、平成33年に設計耐用年限を迎えるため、産学公の協働により、今後

の新たな展開について検討を重ねてきました。その結果、太鼓山周辺の風力発電ポテンシャ

ルをうまく活かすことで民間事業者の参入が見込まれるため、府の風力発電事業としては終

了し、民間事業者による事業継続を図ることとしました。

太鼓山での風力発電は、府内における多種多様な再生可能エネルギー電源の導入促進や丹

後地域の活性化を図るための大きな資源の一つです。また、落雷や乱流等、環境条件の厳し

い太鼓山で風力発電を継続することにより得られる技術的知見は、我が国における風力発電

技術の向上に貢献できます。このような観点から、丹後地域（太鼓山周辺）における新たな

風力発電事業の実現に向け取り組んでいくこととしています。

図１－３ 太鼓山風力発電所平面図

(6) 京都府産業廃棄物３Ｒ支援センターによる資源循環の取組

廃棄物処理からの温室効果ガスの排出を減らすことも重要な課題ですが、府では平成18年

度、事業者における３Ｒ＊の取組に対する支援等を重点施策とした「産業廃棄物の減量・リ

サイクル戦略プラン」を策定しました。

こうした中、排出事業者への３Ｒに関する情報提供やゼロエミッションに関する相談対応

等を行うため、平成23年６月に京都府産業廃棄物減量・リサイクル支援センターを設立する

とともに、平成24年３月には、より効果的に支援事業を展開していくため、一般社団法人京

都府産業廃棄物３Ｒ支援センター（以下「３Ｒセンター」という）を設立しました。

３Ｒセンターは、府、京都市、京都商工会議所、府中小企業団体中央会、一般社団法人長

田野工業センター、公益社団法人京都工業会、公益社団法人京都府産業廃棄物協会及び特定非

営利活動法人ＫＥＳ環境機構が連携し、産業廃棄物の３Ｒに関する事業者の取組を促進して

います。また、行政機関や関係団体にまたがる窓口を一本化したワンストップサービスを提

供しており、３Ｒに関するあらゆる相談に対応するとともに、「府産業廃棄物税条例」による

税収を活用して、専門的な知識を有するゼロエミッションアドバイザー派遣事業、３Ｒ技術

開発等の支援補助事業や事業者向けの人材育成等支援事業等を実施し、平成29年度から補助

事業のメニューに販路開拓等分野を加えるなど、事業を展開しています。

今後は、これまでの取組を充実、発展させるとともに、ＩｏＴの活用や人材育成という視点

から、府内における３Ｒの取組がさらに進むように支援事業の拡大を図っていきます。



(7) 下水汚泥固形燃料化施設の運用開始

洛西浄化センターで発生する年間約20,000tの脱水汚泥のうち、セメント原料等にリサイク

ルする汚泥の割合は、これまで５割に満たない状況でした。また、残りの脱水汚泥は焼却・運

搬・埋立の工程を経て処分されますが、稼働中の焼却炉も老朽化が進行しています。

汚泥処理技術はその革新が著しく、民間の独自技術が多い分野であることから、民間事業者

からの提案を公募して検討を進め、ＤＢＯ方式（設計・建設、管理・運営を一括契約する方式）

により、処理能力を50t/日とする固形燃料化施設を導入することとし、平成25年度に建設工事

に着手しました。

この施設は、平成28年度末に竣工し、平成29年４月から稼働を開始しており、製造する固形

燃料化物は石炭等の代替燃料として火力発電所で使用しています。また、維持管理運営につい

ては、平成29年度から20年間の契約を締結しており、下水汚泥の長期にわたる安定した処分が

可能となりました。

この施設が稼働したことで、これまで産業廃棄物として焼却処分していた下水汚泥から、一

般家庭約900世帯分の電気を発電することができる上に、産業廃棄物の処分費が削減できるほ

か、既設の焼却炉と比較して年間で一般家庭約1,000世帯分に相当する約5,000t-ＣＯ２の温室

効果ガスの排出削減効果が見込まれます。

②パートナーシップによる取組

ＣＯＰ３を契機に、多数の環境ＮＧＯ・ＮＰＯが誕生しました。

ＣＯＰ３の開催前や期間中に啓発イベントの開催や会議状況の情報発信等で活躍した気候フォ

ーラムは、ＣＯＰ３後、特定非営利活動法人気候ネットワークへと発展しました。また、京都議

定書の採択を受けて平成10年に制定された「地球温暖化対策の推進に関する法律」に基づき、府

地球温暖化防止活動推進センター、府地球温暖化防止活動推進員、地球温暖化対策地域協議会等、

地球温暖化対策推進の枠組みが整っていきました。さらに、平成10年に京都市において環境行動

の取組計画「京のアジェンダ21」を推進するための組織として京のアジェンダ21フォーラムが設

立されるなど、京都市をはじめとする市町村においてもパートナーシップが進展していきました。

ＣＯＰ21直前の平成27年10月には、前出の特定非営利活動法人気候ネットワークと府、京都市の

三者で、パリ協定の採択を強く求める共同声明を発表するなど、地球温暖化対策をめぐる主体間

のパートナーシップは着実に歩を進めています。

こうした主体間の幅広いパートナーシップのもと、京都モデルフォレスト運動や京都版ＣＯ２

排出量取引制度等、特色ある取組が実施されてきました。この20年の間に培われてきた「京都の

宝」とも言うべきパートナーシップを未来への財産として引き継いでいくとともに、これをさら

に発展させながら、地球温暖化対策の一層の推進を図ります。

(1) 地球温暖化防止活動推進センター・地球温暖化防止活動推進員

ア 地球温暖化防止活動推進センター

環境ＮＧＯ・ＮＰＯ、府民団体、事業者団体等により構成される地球環境保全対策等の推

進組織である京と地球の共生府民会議において、平成12年度以降、地球温暖化防止活動推
きよう と ア ー ス

進センターの設立に向けた議論が行われました。

その結果、府内の様々な活動主体が連携して設立するＮＰＯがセンターの役割を担うこと

が適当との結論に至り、特定非営利活動法人京都地球温暖化防止府民会議が設立され、府は

平成15年10月に同法人を府地球温暖化防止活動推進センターに指定しました。

同センターは地域における地球温暖化対策推進の中核的支援組織として、市町村、地球温

暖化防止活動推進員、地球温暖化対策地域協議会等の活動を強力にサポートしています。



イ 地球温暖化防止活動推進員

地球温暖化防止活動推進員は地球温暖化対策に

関する普及啓発を行うボランティアで、平成15年度

の発足以来、これまで延べ約2,000名の方々が地域

の特色を活かした普及啓発活動に取り組んでこられ

ました。現在は全ての市町村に２名以上、計331名

の方々が活躍されています。

地球温暖化防止活動推進員は、それぞれの知識や

特技を活かし創意工夫を凝らした活動を行っておら

れ、その対象は、大きく「地域」と「暮らし」に分

けられます。

「地域」に関しては、市民共同発電所の設立、商店街のエコ化、地産地消の推進等に取り

組まれており、このうち長岡京市内の商店街では、事業者や小学校と連携し商店街の水銀灯

を全てＬＥＤに交換するという先進的な取組が実施され、小学校の社会科の教科書に掲載さ

れました。

「暮らし」に関しては、うちエコ診断、省エネ相談所の開催、小学校での出前授業、京都

環境フェスティバル等の環境イベント等を通じ、環境に配慮したライフスタイルの普及に取

り組まれています。

(2) 京都環境フェスティバル

環境に関する様々な問題や取組について学んで

いただくことで環境に対する府民の方々の理解を

深め、環境保全の意識の高揚や環境行動の実践につな

げるため、平成２年度から毎年、京都環境フェスティ

バルを開催しています。

近年では毎年100を超える団体が出展し、25,000人

を超える府民の方々が参加されており、その運営は実

行委員会により行われています。

出展者も、府内の高校や大学、ＮＰＯ等の団体、各種法人、企業、国・府・市町村等の行政

等と様々なセクターが参加し、出展の内容もメタンハイドレードやＥＶ・ＰＨＶ・ＦＣＶ等

の最先端の環境技術の紹介・体験や、生物多様性の保全や３Ｒの推進等の日頃行っている環境

に関する活動の報告・ＰＲ等、多岐にわたっています。

平成29年度の環境フェスティバルは、「ほっとけない 地球のこと ～京都議定書誕生20周

年～」と題し、通常のポスターコンクールに加え、「国連子供環境ポスター原画コンテスト」、

府内の幼稚園児・保育園児による「こども環境絵画」等の作品の展示や、親子で楽しめるエコ

キッズエリアを設けるなど、次世代を担う子どもたちに環境問題を考えてもらう取組をすると

ともに、「気候変動」をテーマとしたトークショーを開催して府民の方々に地球温暖化問題に

ついて学習していただくきっかけ作りをする取組等を行いました。今後とも、子どもから大人

まで幅広い年齢層の府民の皆様や多様な主体が集い、交流し、みんなで環境問題を考え、行動

していく場を提供していきます。

(3) 京都モデルフォレスト運動

府の森林は、府域の75％（約34万ha）を占めており、地

球温暖化防止や災害の防止、景観の保全等多様な役割を担

う府民共有の貴重な財産ですが、社会経済の変化の中で放

置され、荒れた森林が増えており、林業関係者だけでは森

林を守ることが困難になっています。

図１－４ 推進員の活動の様子

図１－６ モデルフォレスト運動

図１－５ こども環境絵画の展示会場



こうした中、平成18年11月、森林に関係する団体だけではなく、府民、事業者、大学、文化

活動団体、ボランティア団体等、多くの方々の参加を得て、社団法人京都モデルフォレスト協

会（平成21年11月に公益社団法人京都モデルフォレスト協会に移行）が設立されました。

同協会では、森の恵みを受けている府民全員で京都の森林を守り育てる京都モデルフォレス

ト運動を推進しています。府内各地の森林で多くの地域住民やＮＰＯ、企業等が森づくり活動

に取り組み、平成29年度には延べ22,000人を超える方々が森林の間引き作業や植樹活動等に汗

を流しました。

今後、府と関係団体が緊密に連携しながら、国民参加の森林づくりを一層推進するとともに、

次代の森林づくりを担う青少年の育成や森と木の文化の継承のための取組を進めていきます。

(4) 京都版ＣＯ２排出量取引制度

排出量取引制度は、地球温暖化対策の有力な手段として、京都議定書にも取り入れられまし

たが、府では、経済界、環境団体等と協力し、オール京都の体制で、平成23年10月から、京都

独自の排出量取引制度として、京都版ＣＯ２排出量取引制度の運営を開始しました。

この制度は、中小企業における省エネ対策、府民・地域コミュニティ等が行うエコ活動等か

らクレジット（京－ＶＥＲ）を創出するとともに、大規模排出事業者等がそれを購入して、府

及び京都市の地球温暖化対策条例に基づく温室効果ガス排出量削減計画の目標達成やカーボン

・オフセット＊、ＣＳＲ等に活用できる仕組みで、社会全体のコストを最小限に抑えながら、

府全体の温室効果ガス排出量を削減することを目的としています。

これまでに約１万t-ＣＯ２の京－ＶＥＲが創出され、京都の冬の風物詩の一つ、ローム株式

会社のイルミネーションイベントにおけるカーボン・オフセット等、多数の企業や団体に活用

していただいています。

引き続き、府内事業者へのＰＲを通じて京－ＶＥＲの活用を拡大するとともに、パリ協定

の発効に伴う国のカーボン・プライシング＊に関する議論の動向にも留意しながら、制度展開

を図っていきます。

図１－７ 京－ＶＥＲ認証ロゴマーク、ローム株式会社のイルミネーションイベント

(5) ＫＥＳ・環境マネジメントシステム・スタンダード

ＫＥＳ・環境マネジメントシステム・スタンダードは、京都独自の環境マネジメントシステ

ムの規格です。社会の環境意識が高まる中で、企業も環境負荷低減に継続的に取り組む体制を

整えることが求められるようになり、国際的なマネジメント規格であるＩＳＯ14001が注目さ

れるようになりましたが、ＩＳＯ14001はその認証取得に経費がかかるため、中小企業にとっ

てはハードルが高いものでした。

そのため、中小企業の比率が高い京都において、中小企業をはじめとするあらゆる事業者の

方に環境改善活動に参画していただくことを目的に、京のアジェンダ21フォーラムの企業活動

ワーキンググループによって、シンプルで低コストでありながらＩＳＯ14001と同様の効果を

持つ中小企業向けの仕組みとして「京都・環境マネジメントシステム・スタンダード」（頭文

字をとってＫＥＳ）が生み出されました。



この仕組みは高く評価され、平成28年度末に府内で1,729の事業者が登録するとともに、現

在では「ＫＥＳ・環境マネジメントシステム・スタンダード」と名前を変えて全国で活用され

るようになり、行政や企業のグリーン調達基準としての仕様も広がってきています。

図１－８ ＫＥＳ認証ロゴマーク

(6) 京都産食材によるフード・マイレージ削減

日本は、食材の多くを海外からの輸入に頼ってい

ます。日本の食料自給率は約38％（平成28年度）で

あり、これは先進国の中で最低の水準（カロリーベー

ス）です。これらの食材は、産地からトラックや船、

飛行機等で運ばれてくるため、その輸送で多くのＣＯ２

（フード・マイレージＣＯ２）が排出されることになり

ます。そのため、地元の食材を食べ物として選ぶこと

は、地元の農水産業の活性化につながるだけではなく、

地球温暖化対策にもつながります。

府では、グリーン購入の推進組織である京都グリーン購入ネットワーク（ＫＧＰＮ）や、学

校給食に携わる栄養教員、府地球温暖化防止活動推進センター、府地球温暖化防止活動推進員

等との連携のもと、フード・マイレージＣＯ２削減に取り組んできました。例えば、舞鶴産の

カマスをはじめとする地域産食材を使用した木津川市の学校給食の事例では、フード・マイレ

ージＣＯ２を約98％も削減できました（京都府地球温暖化防止活動推進センター調べ）。また、

ＫＧＰＮの活躍により、社員食堂でも京都府産食材の導入が進んでおり、地域で獲れたシカの

肉を使ったメニューが定期的に登場する社員食堂も誕生するなど、取組が広がっています。

(7) 京都府産木材利用によるウッドマイレージ

日本は森林資源に恵まれていますが、木材自給率は約35％にとどまり、国内需要の60％以上

は海外からの輸入で賄われています。このため、国産材が売れない状況が続いたことから、間

伐等の手入れが行き届かず山林は荒れた状態となっており、また、海外からの木材輸送のため

に多くのＣＯ２が排出されています。このため、府内産木材を使用することは、木材関連産業

の活性化、山の機能の向上、そして地球温暖化防止につながります。

府では、平成17年に、日本初となるウッドマイレ

ージＣＯ２を組み込んだ京都府産木材認証制度をス

タートさせました。これは府の木材産業に関わる川

上から川下までの様々な事業所との連携により実現

したもので、これにより府内産木材の生産地や流通

経路が明らかになるとともに、物件ごとに地球温暖

化防止への貢献度を具体的な数値によって表すこと

ができるようになりました。例えば、木造住宅１軒

（使用木材量20㎥）を府内産木材で建てれば、国内

の平均的な木材を使うことに比べ、輸送に消費され

るガソリン800リットル以上を削減することができます。

図１－10 京都府産認証木材の出荷

の様子

図１－９ フードマイレージの展示



制度の透明性を確保するため、認証は第三者機関が行っており、制度立ち上げから府地球温

暖化防止活動推進センターがその役割を担ってきました（平成30年３月現在）。この認証制度

は公共事業に限定して開始されましたが、一般の住宅や家具にも対象を拡大し、平成28年度に

は年間で約500件の証明書が発行されました。府内産木材の年間認証量も、平成17年度の247㎥

から平成28年度には5,396㎥へと大幅に増加しており、木材輸送によるＣＯ２排出量削減と府の

林業振興につながっています。

(8) ＫＹＯＴＯ地球環境の殿堂の開催

府、京都市、京都商工会議所、環境省、大学共同利用

機関法人人間文化研究機構総合地球環境学研究所、公益

財団法人国際高等研究所、公益財団法人国立京都国際会

館の７団体の叡智を結集して、世界で地球環境の保全に

多大な貢献をされた方々を京都議定書誕生の地・京都の

名のもとに顕彰し、その功績を世界に向けて広く発信す

る「ＫＹＯＴＯ地球環境の殿堂」事業を平成21年度から

開始しました。

京都議定書が採択された国立京都国際会館に展示設備を整備するとともに、同会館におい

て、毎年表彰式を開催し、平成21年度から平成29年度までの９回で10ヶ国21名の方々に殿堂

入りをしていただきました。

また、同じく平成21年度に京都環境文化学術フォーラムを設立し、殿堂入り者を交えた国際

シンポジウム等を実施してきました。

今後ともこれらの取組を通じ、京都から世界に向けて、地球環境保全のためのメッセージを

発信していきます。

(9) 京都議定書誕生20周年「WE DO KYOTO!」府民運動

京都議定書の誕生をきっかけに、「環境にいいことしていますか？」という意味で「DO YOU

KYOTO？」という言葉が生まれ、この言葉を掲げて普及啓発活動が展開されてきました。この

言葉は、平成19年に京都議定書誕生10周年記念行

事のために来日されたドイツのメルケル首相が紹

介されたことで、日本でも広く知られるようにな

ったところです。

京都議定書誕生20周年を迎えた平成29年、この言葉を受

け、さらに新たな第一歩を踏み出す決意を込めて、「WE DO

KYOTO！」（環境にいいことしています！）という言葉を新

しく掲げました。そして、この「WE DO KYOTO！」の旗印の

もと、京都議定書と同時期に生まれた20歳前後の若者で構成する「WE DO KYOTO！」ユースサ

ポーターとともに、府民等にエコアクション宣言を行っていただく「WE DO KYOTO！」宣言運

動、市町村や環境団体との協力によるリレーイベントの開催、幼稚園児・保育園児を対象と

する環境絵画の募集・展示等の多彩な取組を、１年を通じて展開しました。

20周年の記念の年は幕を閉じましたが、府では、引き続き、「WE DO KYOTO！」ユースサポ

ーターとの協働により、「WE DO KYOTO！」宣言運動等の普及啓発活動を行っていくこととし

ています。

図１－12 リレーイベントの様子

図１－11 第1回殿堂入り者

ワンガリ マータイ氏


